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図表１－１ ＯＥＣＤ諸国における高等教育への個人補助金 

 

奨学金・グラント 公的ローン  

学 費 の

み 

制 限 な

し 

特 定 補

助金（住

宅、医療 

交通等） 

家族・子

ど も 手

当 

学 費 の

みのﾛｰﾝ 

制 限 な

しのﾛｰﾝ 

民間ﾛｰﾝ

補助・保

証 

税 制 優

遇 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ○ ○   ○  ○ ○ 

ｶﾅﾀﾞ  ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

ﾁｪｺ   ○     ○ 

ﾃﾞﾝﾏｰｸ  ○    ○   

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ  ○ ○     ○ 

ﾌﾗﾝｽ ○ ○  ○    ○ 

ﾄﾞｲﾂ  ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ○ ○  ○     

ｲﾀﾘｱ ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

ｵﾗﾝﾀﾞ  ○ ○   ○   

ﾉﾙｳｪｲ  ○ ○   ○   

NZ  ○ ○  ○ ○   

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ ○ ○      ○ 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ  ○ ○   ○   

ｽｲｽ  ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

ｲｷﾞﾘｽ ○ ○ ○ ○  ○   
 
（備考）OECD(2000)。 
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図表１－２ アカウント方式能力開発バウチャーの形態 

 

 

（１） 補助金枠型 

 

          ①枠設定 

 

 

                                           ②支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 貯蓄型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政 府 個 人 

個人別アカウント 
（政府に開設） 

 
③枠の範囲内で補助 

政 府 個 人 

雇 用 主 

教 育 訓 練 機 関 

個人別アカウント 
（金融機関に開設） 

 

②税制優遇 ①拠出 

①貯蓄 ②税制優遇 

教 育 訓 練 機 関 

③支出 
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図表１－３ アカウント方式の能力開発バウチャー 

 

国名・名称 タイプ 対象者 補助制度等 導入時期 

アメリカ 

個人開発勘定 

貯蓄型 低所得者

等 

高率のマッチング+税

制優遇（地区ごとに設

定） 

98 年連邦レベルで制度

化、試行中 

アメリカ 

個人訓練勘定 

補助金枠

型 

失業者、

低所得者

等 

通常数千ﾄﾞﾙの枠（地

区ごとに設定） 

98 年に導入決定、試行

中（2001 年 9 月から本

格実施） 

アメリカ 

個人学習勘定 

補助金枠

型 

連邦職員 金銭、時間又は両方の

枠（機関ごとに設定） 

2000年から試行 

イギリス 

個人学習勘定 

補助金枠

型 

成人 150 ﾎﾟﾝﾄﾞ+20％又は

80％補助、上限 100

又は 200 ﾎﾟﾝﾄﾞ 

2000年正式導入（2001

年 10 月イングランドで

停止） 

オランダ 

個人学習勘定 

貯蓄型 労働者、

求職者 

1,000 ｷﾞﾙﾀﾞｰ+税制優

遇 

2001年から試行 

スウェーデン 

個人学習勘定 

貯蓄型 雇用者、

自営業者 

2,500 ｸﾛｰﾅ（所得年齢

制限あり）+税制優遇 

2002年導入予定 

オーストリア 

教育勘定 

補助金枠

型 

雇用者、

失業者等 

50％又は 80％補助、

上限 1～2 万ｼﾘﾝｸﾞ（ｵ

ｰﾊﾞｰｴｰｽﾃﾗｲﾋ） 

導入済み 

 
 （備考）1 ポンド＝177 円、1 ギルダー＝49.5 円、1 クローナ＝11.5 円、1 シリング＝7.9 円（いずれも

2001 年 11 月 7 日現在）。 
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図表２－１ ペル奨学金の給付状況（1995-96 年） 

 

 受給者の構成(%) 受給額の構成(%) 平均受給額（$） 

非独立者 41.5 42.5 1,554 

$6,000以下 14.6 17.6 1,867 

$6,001-$9,000 8.9 10.8 1,882 

$9,001-$15,000 18.2 21.5 1,839 

$15,001-$20,000 16.4 17.8 1,687 

$20,001-$30,000 26.3 22.9 1,354 

$30,001以上 15.5 9.3 931 

独立者 58.5 57.5 1,487 

$6,000以下 44.4 49.7 1,667 

$6,001-$9,000 16.6 14.3 1,286 

$9,001-$15,000 14.6 15.4 1,567 

$15,001-$20,000 9.2 9.5 1,540 

$20,001-$30,000 11.4 9.1 1,192 

$30,001以上 3.9 1.9 735 
 
（備考）Department of Education, “Biennial Evaluation Report, Fiscal Years 1995-1996.”より作成。 

 

 

 

 

図表２－２ 連邦直接学生ローンの適用状況（1995-96 年） 

 

機関数 ローン総額  

金額($) 構成比(%) 金額($) 構成比(%) 

4 年制・公立 219 19 4,952 67 

4 年制・私立 201 18 1,745 24 

2 年制 164 14 313 4 

営利学校 563 49 409 5 

合 計 1,147 100 7,419 100 
 
（備考）Department of Education, “Biennial Evaluation Report, Fiscal Years 1995-1996 より作成。 
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図表２－３ 個人訓練勘定利用の流れ 

 

 

本人               ワンストップ･サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（備考）詳細は参考資料 7 参照。 

 

求 職 支 援 求 職 活 動 

雇用目標の設定とそ
の根拠（雇用機会の
存在を示す） 

支援・助言 

訓練機関の選定 
（修了者の就職実
績、費用、コース内
容等の調査） 

審  査 

個人訓練勘定の設定 

費用支払 
(クーポン券･振込等) 

訓 練 参 加 

進捗報告 
(出席、成績、転職、
賃金等) 

就  職 

失 敗 
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図表２－４ 個人訓練勘定の利用枠設定例 

 

地区 利用枠（上限又は範囲） 期間 

ｱﾄﾗﾝﾀ（ｼﾞｮｰｼﾞｱ） 1 年目 5,000 ﾄﾞﾙ、2 年継続の訓練

は 8,000 ﾄﾞﾙ 

最長 2 年 

ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸｹｰﾌﾟﾒｲ（ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ） 4,000 ﾄﾞﾙ 設定なし 

ﾎﾞﾙﾁﾓｱ市（ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ） 7,000 ﾄﾞﾙ 1 年 

ﾊﾞﾘｰ、ｶﾙﾎｰﾝ、ﾌﾞﾗﾝﾁ郡（ﾐｼｶﾞﾝ） 無制限 2 年以内で修了する訓練 

ﾍﾞﾙｹﾞﾝ郡（ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ） 4,000 ﾄﾞﾙ、非自発的離職者のため

の補習は 1,000 ﾄﾞﾙ 

2 年 

ﾎﾞｽﾄﾝ（ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ） 明確な上限なし 設定なし 

ｼｬｰﾛｯﾄ‐ﾒｯｸﾚﾝﾊﾞｰｸﾞ（ﾉｰｽｶﾛﾗｲ

ﾅ） 

4,000 ﾄﾞﾙ 最長 2 年 

ｶﾝﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ/ｾｰﾗﾑ（ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ） 技能訓練：4,000 ﾄﾞﾙ、学術・補習・

英語訓練：1,300 ﾄﾞﾙ 

設定なし 

ﾀﾞﾗｽ（ﾃｷｻｽ） 10,000 ﾄﾞﾙ 2 年 

ﾃﾞﾝﾊﾞｰ（ｺﾛﾗﾄﾞ） 3,000 ﾄﾞﾙ 設定なし 

ﾌﾚｽｺ（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ） 4,000 ﾄﾞﾙ（定期的見直しあり） 1 年（同右） 

ﾋｭｰｽﾄﾝ・湾岸地域（ﾃｷｻｽ） 4,500 ﾄﾞﾙ（例外ありうる） 2 年（例外ありうる） 

ｲﾝﾃﾞｨｱﾅﾎﾟﾘｽ・ﾏﾘｵﾝ郡（ｲﾝﾃﾞｨｱﾅ） 年間 2,500 ﾄﾞﾙ 設定なし 

ｼﾞｬｸｿﾝﾋﾞﾙ（ﾌﾛﾘﾀﾞ） 現時点では無制限 設定なし 

ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨ及び周辺（ﾐｽﾞｰﾘ） 想定平均 2,500 ﾄﾞﾙ 1 年以内で修了する訓練 

ﾘﾄﾙﾛｯｸ（ｱｰｶﾝｿｰ） ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ等：3,000 ﾄﾞﾙ、4 年制

大学：4,000 ﾄﾞﾙ 

最長 2 年 

ﾆｭｰﾖｰｸ（ﾆｭｰﾖｰｸ） 2,000 ﾄﾞﾙ 設定なし 

ｵﾏﾊ（ﾈﾌﾞﾗｽｶ） 成人・非自発的離職者：年間4,000

ﾄﾞﾙ、若年者：年間 2,000 ﾄﾞﾙ 

2 年間有効 

ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ（ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ） 6,000 ﾄﾞﾙ（中央値） 設定なし 

ﾌｪﾆｯｸｽ（ｱﾘｿﾞﾅ） 短期：3,000 ﾄﾞﾙ、長期：4,000 ﾄﾞ

ﾙ、準学士取得：2,500 ﾄﾞﾙ、OJT：

2,000～4,000 ﾄﾞﾙ、等 

短期：6 ヶ月以下、長期・

準学士取得：6 ヶ月超、

OJT：320 時間以上、等 

ﾋﾟｯﾂﾊﾞｰｸﾞ・ｱﾚｹﾞﾆｰ郡（ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞ

ﾆｱ） 

10,000 ﾄﾞﾙ 最長 2 年 

ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ及び周辺（ｵﾚｺﾞﾝ） 各ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰが設定 設定なし 

ｻｼﾞﾉｰ /ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞｲ（ﾐｼｶﾞﾝ） 6,500 ﾄﾞﾙ（教材は 100 ﾄﾞﾙまで） 設定なし 

ｻｲﾃﾞｨｴｺﾞ（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ） 1 生涯 5,000 ﾄﾞﾙ 設定なし 

ｻﾝﾉｾﾞ（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ） 無制限 設定なし 
 
（備考）Patel and Savner (2001)より作成。 
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図表３－１ 若年クレジット導入による効果 

 

割合区分 地域区分 

90 年（試行
前）に 16/17
歳に達した
コーホート 

91 年（試行
後）に 16/17
歳に達した
コーホート 

変化幅 
クレジット
導入による
効果の有無 

試行地域 60％ 70％ ＋10％ 16/17 歳時にフルタイム学生
であった者 その他地域 58％ 66％ ＋8％ 

女性につい
ては効果あ
り。 

試行地域 82％ 79％ －3％ 16/17 歳時に就業又は訓練を
受けていた者 
（労働力人口に占める割合） その他地域 83％ 78％ －5％ 

効果なし。 

試行地域 60％ 62％ ＋2％ 16/17 歳時に訓練を受けてい
た者 
（労働力人口に占める割合） その他地域 60％ 63％ ＋3％ 

効果なし。 

試行地域 26％ 29％ ＋3％ 16/17 歳時に雇用に基づく訓
練を受けていた者（注 1） 
（労働力人口に占める割合） その他地域 24％ 23％ －1％ 

効果あり。 

試行地域 42％ 52％ ＋10％ 16/17 歳時に政府補助付きの
訓練を受けていた者 
（労働力人口に占める割合） その他地域 42％ 47％ ＋5％ 

構成の変化
あり（注 2）。 

試行地域 21％ 23％ ＋2％ 16/17 歳時に訓練を受けてい
た者のうち 18/19 歳までに
NVQレベル 2 を取得した者 その他地域 28％ 21％ －7％ 

効果なし（注
3）。 

 
（注1） 例えば、トレーニーとしてではなく、従業員の身分で訓練に参加した者。 
（注2） GCSE成績良好者の参加は増加したが、GCSE未取得者の参加は減少。 
（注3） サンプル数が少ないため有意ではない。 
（備考）１．Croxford, Raffe and Surridge (1996)より作成。 
    ２．上記分析は、10 ヶ所の TECs で 1991 年に試行された若年クレジット導入第 1 ラウンドの結

果をもとにしている。 
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図表３－２ イギリスにおける個人学習勘定の試行結果 

 

①個別プロジェクトの例 

プロジェクト 仕組み 主要な結果と教訓 

グロースターシ
ャー 

（Gloucester- 
shire） 

[イングランド] 
（注 1）  

・18 歳以上の成人が対象。 
・銀行に預金口座を開設。学習以外の目的
で預金の払出し可。 
・TECが 1 人につき 150 ポンドを拠出（不
正防止のため 150 ポンドは教育機関に直
接支払われる）。 
・広告活動は抑制。 
・試行の時点では雇用主へは税制優遇な
し。 

・73.5％が年収 15,000ポンド以
下、68％が学校卒業後フォーマ
ルな学習の未経験者。 
・制度がなくても学習に参加し
た者の割合は 14％。 
・雇用主の拠出は盛ん。 
・学習用に特別の預金口座を持
つことに疑問の声あり。 
・金融機関にとっては顧客発掘
に役立つ一方、小口のためメリ
ットは小さい。 

グランピアン 
（Grampian） 
[スコットランド] 

（当初） 
・低所得雇用者のみ対象。 
・スコットランド王立銀行に口座。 
・利用者の拠出に応じて LEC が 25～150
ポンドを拠出。 
・4 週間の周知広告。 
（修正後） 
・25 ポンドの預金のみで 150 ポンドの権
利獲得。 
・すべての雇用者を対象。 
（再修正後） 
・銀行口座方式を廃止。 

・メディアによる広告は効果な
し。多くの利用者は雇用主又は
教育機関を通じ制度を認知。 
・低所得雇用者だけでは目標口
座数の達成が困難。 
・銀行口座がネックと判明し、
廃止したところ好評。 
・利用者による最低拠出額（25
ポンド）は、労働組合や雇用主
が負担した可能性あり。 

ファイフ 
（Fife） 

[スコットランド] 
プロジェクト 1

（注 2） 

・特定の企業グループを対象。 
・ILA アドバイザー1 人が任命され、会社
に制度の周知、参加支援を実施。 
・LEC が 1 人につき 150 ポンドを拠出。
開設時の個人又は雇用主の拠出義務なし。 
・雇用主は個人別能力開発プランを作成
し、必要な資金を拠出。 
・雇用主と個人が共同で訓練ニーズを把
握。 

・アドバイザーはアプローチし
た 33 社のうち 15 社の参加を確
保。 
・雇用主の 75％が満足。 
・公的資金 1 ポンドにつき雇用
主又は個人から1.67ポンドが拠
出（ほとんどは雇用主） 
・80％のコースは、参加のため
雇用主から特別に時間をもらう
必要あり。 

 

②イングランド 12 プロジェクトの結果概要 

貯蓄制度 情報提供 関係者の協力 利用者の属性 運営コスト 
・申込み時に複数
機関に出向く必要
を避けるべき。 
・最低預入期間の
設定は不評。 
・特定金融機関の
指定も不評。 

・学習に関す
る情報提供、
助言、指導は
無料でも利用
が極めて少な
い。 

・学習未経験者や未
熟練者の参加奨励
には労働組合が役
割。 
・困難な対象グルー
プを参加させるに
は仲介者が必要。 

・26～45 歳がほ
とんど。女性が
多い。 
・普段学習に縁
遠いグループの
呼込みに成功し
た例あり。 

・単位費用が高
くついた。初期
投資の必要性、
予想より低い参
加率が原因。 
 

 
（注 1）イングランド 12 プロジェクトの 1 つ。 
（注 2）ファイフでは 3 つのプロジェクトが実施された。他の 2 つは高齢労働者、子育て中の労働者を 

対象とし、利用者は 25 ポンドの拠出を義務付けるもの。 
（備考）Chessman (2000), Scottish Parliament (2000), SWA Consulting (1999)より作成。 
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図表３－３ イギリスの個人学習勘定 

 

 

 

成 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* IT・数学分野に限り不足分について 80％補助を利用可。 

 

 

 

図表３－４ 死荷重に関する質問に対する回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）5 段階で尋ね、’strongly agreed’と ’fairly agreed’の合計を「同意する」、 
’fairly disagreed’と’strongly disagreed’の合計を「同意しない」とした。 

（備考）Owens (2001a)より作成。 

個人学習勘定 
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必要） 
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図表３－５ 選択した訓練の総費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）Owens (2001a)より作成。 

 

 

 

図表３－６ コース受講者のターゲット層別内訳 

 

                            （単位：％） 

 ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ  北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ｳｪｰﾙｽﾞ 

労働市場再参加者 4 2 4 2 

小規模企業従事者 39 39 51 46 

無資格者 16 16 16 9 

30 歳以下の無資格者 11 9 11 6 

教師以外の学校職員 7 3 8 5 

自営業者 5 5 4 9 

 
（注）ゴシック体の表記の箇所が各政府におけるターゲット層を示す。 
（備考） Owens (2001b)より作成。 
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図表４－１ オランダの個人学習勘定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人学習勘定 
教育訓練のための金銭の積
み立て 

雇用者等 
国の補助 

1,000 ギルター 

雇用主 公共職業安定所 再教育基金 
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図表４－２ オランダの個人学習勘定プロジェクト 

 

実施主体 対象者 仕組み 

農産物知識開発セ
ンター 

卸売業雇用者 75 人、小売
業雇用者 75 人。 

ケース・マネージャーが訓練の選択に助
言し、場合により訓練機関への出願を支
援。1 口座 1300 ギルダーの補助（政府
及び教育訓練基金）、参加者の拠出 300
ギルダー以上。 

デルション・カレ
ッジ（ツヴォレ） 

倉庫業雇用者 80 人、サー
ビス業雇用者 40 人、エン
ジニアリング会社雇用者
30 人。 

各会社が参加者を選抜し、その人事部門
で一連の面接を実施。1000 ギルダーの
補助に、会社が必要なだけ上乗せ。 

ケニス・コネクト
（南リンブルク） 

製造業求職者 30 人、人材
派遣会社 30 人、労働福祉
団体訓練生 20 人、中小飲
食小売業 20 人、農業訓練
センター等訓練生 50 人。 

アカウント方式のほか、クーポン券方式
がある。 

ウェスタースヘル
デ地方教育センタ
ー 

中規模の化学会社、金属会
社の雇用者 150 人。 

プロジェクト・リーダーが訓練に関し助
言。補助金に加え、会社、地方教育セン
ター、本人が拠出。訓練コース修了時に
本人負担金を返還する可能性につき検
討中。 

フローニンヘン地
方教育局 

多様な規模、業種の雇用者
200人。公務員も含む。 

1000 ギルダーの補助に加え、雇用者、
雇用主の拠出が必要。同教育局は、他の
団体との共同融資による実験拡大を検
討中。失業者への適用可能性につても調
査中。 

レインモント地方
教育局 

低学歴の雇用者 100 人。 ケース・マネージャーが訓練ニーズ明確
化に関し助言。訓練成績が良好な者には
昇進を保証。補助金 1000 ギルダーに加
え、雇用主の拠出 950ギルダー以上、本
人の拠出 50 ギルダー以上。 

介護福祉セクター
基金 

高齢者介護団体の雇用者
約 115人、求職者約 35 人。 

各団体に個人学習勘定チームが設置さ
れ、国レベルのチームがこれを支援。 

食品産業教育基金 

乳製品業界の雇用者 150
人。 

会社が参加者を選抜し、両者の間で訓練
の種類、口座の管理に関し取り決め。負
担は 50％が補助金、50％が雇用主で、
雇用者の負担はない。 

 
（備考）CINOP ホームページより作成。 

 

 


